
奈良工業高等専門学校環境委員会規程 

 

平成１８年２月９日制定 

平成２９年３月９日改正 

（設置） 

第１条 奈良工業高等専門学校（以下「本校」という。）に独立行政法人国立高等専門学校

機構本部が定める「高専機構環境方針」に対応するため，環境委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，高専機構環境方針に基づき，次の事項を審議する。 

 一 環境方針・環境目的及び目標の設定とその推進に関すること 

 二 環境報告書に関すること 

 三 環境保全活動に関すること 

 四 その他環境に関すること 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 奈良工業高等専門学校運営会議規程（平成１７年４月１日制定）第３条各号に掲げ

る者 

 二 総務課長及び学生課長 

（委員会の招集等） 

第４条 委員会は，校長が招集し，その議長となる。 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は，委員長が必要あると認めたときに開催する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会が必要あると認めたときは，委員以外の者を出席させ，その意見を聴くこ

とができる。 

（小委員会） 

第７条 委員会の下に，小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会に関する必要な事項は，別に定める。 

（環境マネジメント組織） 

第８条 委員会委員をもって，環境マネジメントを組織する。 

２ 環境マネジメント組織は，別表のとおりとする。 

（事務） 

第９条 委員会に関する事務は，事務部で行う。 

 

   附 則 



  この規程は，平成１８年２月９日から施行する。 

   附 則 

  この規程は，平成１９年１２月２１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 



別表 

環境マネジメント組織図 

 

 

校  長(トップマネジメント） 

 
  

教務主事（環境管理責任者） 

  

    

学生主事 

（副環境管理責任者・教育部門担当） 
 

事務部長 

（副環境管理責任者・事務部門担当） 

 

  

  寮務主事 

 （学寮部門環境管理責任者） 
 

  総務課長 

 （総務課部門環境管理責任者）   

    

  専攻科長 

 （専攻科部門環境管理責任者） 

   学生課長 

 （学生課部門環境管理責任者） 

 

 

 

 

 一般教科主任 

 （一般教科部門環境管理責任者） 

  

 機械工学科 学科主任 

 （機械工学科部門環境管理責任者） 

  

 電気工学科 学科主任 

 (電気工学科部門環境管理責任者) 

  

 電子制御工学科 学科主任 

 (電子制御工学科部門環境管理責任者) 

  

 情報工学科 学科主任 

 (情報工学科部門環境管理責任者) 

  

 物質化学工学科 学科主任 

 (物質化学工学科部門環境管理責任者) 

 

 

情報メディア教育センター長 

 (情報メディア部門環境管理責任者) 

 

産学交流室長 

 (産学交流部門環境管理責任者) 

 

 グローバル教育センター長 

 (グローバル教育部門環境管理責任者)  

 

 


